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研究成果の概要（和文）：契約法には当事者の自由な変更を認める任意法規と、当事者を強制する強行法規とい
う二つの規制手法が存在する。本研究では、この二つの規制手法の意義と機能を理論的に検討した。本研究の示
すところによれば、任意法規と強行法規の違いは、契約当事者間のルールを形成する権限を持つのは誰かという
点に関する違いである。すなわち、任意法規は当事者に権限を与える規制手法であり、強行法規は国家当局など
の権威主体に権限を与える規制手法である。そしてどちらを用いるべきかは、どちらの主体が適切なルール形成
に必要な情報を持ち、また情報を処理する能力を持つかによって決まる。

研究成果の概要（英文）：In contract law, there are two regulatory methods--default rules and 
mandatory rules. This research is about significance and function of them. According to the result 
of the research, a difference between default and mandatory rules is a way to assign the authority 
to make rules between contract parties. That is, contract parties are delegated power in default 
rules on the one hand, government authorities have power to make rules when mandatory rules are used
 on the other hand. Which rules should be used depends on information processing ability of the rule
 making subject.

研究分野： 民法
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究で得た知見によれば、任意法規か強行法規かという規制手法の違いは、社会におけるより効率的な情報処
理はどちらかという問題に他ならない。この知見の一つの意義は、従来、契約に対する規制は自由に対する制限
として理解されてきたのに対して、自由と規制を効率的情報処理に対する代替的な規制手法として統一的に理解
することを可能にする点にある。また、法的な規制手法の意義を効率的情報処理と考える視点は、任意法規／強
行法規の問題にとどまらず、多くの法制度の機能分析に応用しうるより一般的な視点である。この意味で、本研
究の成果は多くの法制度の意義や望ましいあり方に対する新たな視点をもたらすものと考えられる。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
（1）本研究に先立って、本研究代表者は、契約法における任意法規の理論的研究を行っていた。
そこでは、自由、秩序、社会的厚生という異なる基底的価値からいかなる任意法規理論が導かれ
るかを検討したが、なお任意法規内部の検討にとどまり、契約法において用いられる他の規制手
法との関係については検討に至っていなかった。特に、契約法において特に私的自治との矛盾が
問題となる強行法規による規制については、検討課題として残されていた。 
（2）契約の強行的な規制については、リベラリズムの立場から正当化するものと、社会の共通
善ないし共同体的価値を認める立場から正当化するものとが存在していたが、いずれの立場に
おいてもなお十分な基準の言語化に至っておらず、「いかなる場合に」「なぜ」強行的な契約規制
が認められるのかという問題に対する検討は残された課題となっていた。 
 
２．研究の目的 
 上記のような背景および問題意識のもと、本研究代表者は、これまでの任意法規に関する研究
を発展させ、いかなる場合に任意法規による規制が望ましいのかという問題の検討を行うこと
とした。この問題は、反対から見れば、いかなる場合に強行法規による規制が望ましいのかとい
う問題であり、この問題を探求することによって、私的自治と契約規制の相克という契約法の普
遍的な課題にアプローチできるものと考えたからである。 
 すなわち、本研究の目的は以下の 2 点にある。 
①任意法規と強行法規の意義（目的）を明らかにすること。 
②任意法規と強行法規のどちらを用いるべきかという問題に関する基準を明らかにすること。 
 
３．研究の方法 
 上記の研究目的を達成するため、本研究では、社会的厚生というアプローチを採用した。すな
わち、法の究極目的は社会的厚生の改善にあると措定し、その立場から任意法規と強行法規の意
義を明らかにすることである。このような議論に関しては、アメリカにおけるeconomic analysis 
of law の議論にすでに多くの蓄積があり、またその議論は、心理学や認知科学の知見を取り入
れながら現在進行形で発展しているため、本研究の目的にとって最適な研究素材と考えたこと
による。 
 
４．研究成果 
（1）本研究の成果の一つは、約款規制における新たな視点を得たことである。約款の拘束力に
ついては従来より、当事者の意思に根拠を求める立場が通説化しており、判例もこの立場から説
明されるのが一般的である。しかし、約款の実態は【一方】当事者が形成した契約ルールを国家
が承認するというものであり、【両】当事者の意思が反映されていないルールになぜ拘束力が生
じるのかという問題はなお残されていた。本研究では、約款の拘束力は、【一方】当事者に契約
ルール形成権限を認めるものとして理解することができることを示した。一方当事者に形成権
限が認められる理由は、契約が一対多で締結されることに合理性が認められる条件下では、一方
当事者に形成権限を認めることによって締結コストが最小化されることによる。しかし、一方当
事者に形成権限を与えることは、濫用の危険を伴う。そこで、一方当事者に形成権限を認めるた
めには、監視主体の存在が条件となる。本研究では、実際に最高裁判所の判例もこのような視点
から説明することができることを示した。 
 また、約款の変更についても、効率的な情報生産という観点から議論すべきであることを論じ
た。 
（2）もう一つの成果は、任意法規と強行法規の意義を明らかにしたことである（上記研究目的
①）。本研究では、まず理論的な観点から、消費者契約のルール形成における当事者と国家の役
割分担について検討した。消費者契約は当事者における情報の非対称性や非合理性の観点から、
国家による強行的規制がより行われやすい領域であるところ、このような強行的規制は、当事者
から契約形成権限を奪い、それを国家に認める手法に他ならないことを示した。このような視点
によれば、契約の強行的規制は私的自治に対する制約として理解されるべきではなく、最適な契
約を形成するための当事者と国家の役割分担ないし協働として理解されるべきこととなる。こ
のような観点から、強行法規は国家に形成権限を認め、任意法規は当事者に形成権限を認める規
制手法であることを論じた。 
 さらに、このような理論的検討を携帯電話サービス契約の内容規制という具体例を素材とし
て検討した。携帯電話契約サービスは、裁判所によって違約金条項の有効性を承認する判断がな
された後に、立法によって 1000 円までという画一的な規制ルールが設けられたケースであり、
裁判所と立法府による判断が時間的に接合して行われた点が興味深いケースであった。本研究
では、違約金条項の有効性を認める裁判所の判断と有効性を否定する立法府の判断の違いは、携
帯電話サービス契約における最適な違約金額の判断能力の違いによるものである。すなわち、裁
判所は、高度に複雑であり囲い込みとして機能する違約金条項の市場の競争制限効果等も考慮



しなければならない問題については、情報収集能力や判断能力の点において十分ではないのに
対して、立法府は専門家を収集したり情報収集のためにアンケートを実施したりするなど、裁判
所に比べて高い情報収集・処理能力を有している。そのため、裁判所は判断を見送ったのに対し
て立法府は積極的な具体的判断を行ったものと考えられる。 
 以上のような理論的・具体的検討を通じて、本研究では、上記研究目的①②に対して以下のよ
うな検討結果を得た。 
①任意法規の意義は、契約に近い当事者の情報を活用して契約内容ルールを形成することにあ
る。それに対して強行法域の意義は、当事者が適切に情報収集ないし処理できないような問題に
ついて、より最適な判断をなしうる主体に対してルール形成権限を与え、より適切な契約内容ル
ールを形成することにある。 
②任意法規と強行法規のどちらを用いるべきかは、当該問題についてより情報を有し、より適切
な情報処理能力を持つ主体が誰かによる。そのような主体が当事者なのであれば任意法規によ
るべきであり、当事者以外の主体、特に国家なのであれば強行法規によるべきである。 
（3）以上のような研究成果より、さらにより一般的な検討を行った。すなわち、法制度の意義
は、社会における情報をより有効に活用し、適切に情報処理を行って社会的厚生を増大させるこ
とにある。このような観点から、本研究では、契約条項におけるネットワーク効果について、ゲ
ーム理論の知見を用いて検討を行った。それによれば、契約当事者は情報の効率的活用のために
契約条項を他者と共有することが考えられる。しかしその場合には、個人の自由な行動に委ねる
ことによって社会的には最適ではない状態が生じうる（いわゆる調整ゲームの状況であり、個人
合理性と社会的合理性が乖離する場合や、均衡が複数あるために最適な均衡が実現しない場合
がある）。そこで、法制度は最適な結果を実現するための制度枠組みの構築をすることができ、
実際に既に存在しているいくつかの法制度もそのような観点から説明することができる。 
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